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労使協定方式を選択した場合の派遣までのフロー

・派遣会社の労働者（派遣労働者含む）に周知

過半数代表者の選出＜過半数労働組合がない場合＞
投票、挙手等の民主的な方法により選出 

・労使で十分に議論
・労使協定上の賃金の定めを就業規則等に記載

労働者へ周知

過半数代表者選出

局長通達確認
・通知で示された最新の統計を確認
・最低賃金の改定時も注意

労使協定締結

労働局に報告 ・毎年6月30日までに事業報告書に添付して報告 派遣労働者に
説明後、派遣

派遣契約の締結

・教育訓練・福利厚生施設
の情報を派遣先から提供

派遣料金の交渉
・派遣先は派遣料金に関し

て配慮義務

・派遣元及び派遣先

待遇情報の提供
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派遣先均等・均衡方式

労使協定方式

いずれか
により
待遇確保

制度・概要

待遇決定方式
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労使協定書

【労働者側】
過半数労働組合

or
 過半数代表者

【使用者側】
派遣元

（派遣会社）
派遣労働者の

待遇決定
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制度・概要



労使協定方式の趣旨

長期的なキャリア形成
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経験や
能力に応じて

賃金UP！

制度・概要



リーフレット
過半数代表者の適切な選出手続きを

～選出するにあたっての５つのポイントを紹介します～

過半数代表者
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制度・概要



●社内のイントラネット

●事業所の見やすい場所での掲示又は備え付け

●書面の交付（全文）

※派遣労働者が希望した場合に限る

●ファクシミリの送信、電子メール・ＳＮＳ

※常時確認できるようしたものに限ります。

※協定の概要について、 書面の交付や電子メールの送信等であわせて周知する場合に限ります。

※電子メール、 SNS については、 記録を出力することにより書面を作成することができるものに限ります

※基本的に派遣労働者から希望があった場合は、書面の全文を交付することが望ましい

制度・概要

締結した労使協定の周知が必要
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○労使協定の保存（労働者派遣法施行規則第25条の12）
労使協定の有効期間が終了してから３年間の保存義務がある

○待遇の相違の内容及び理由の説明（労働者派遣法第31条の２第４項）
派遣元は協定対象派遣労働者の賃金が労使協定で定めた

事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定
されていることについて説明の義務がある

加えて、協定対象派遣労働者の待遇について、
当該待遇が労使協定で定めた決定 方法に基づき決定
されていることなど、協定対象派遣労働者に対して
説明しなければならない
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制度・概要
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２.労使協定に定める事項
（１）派遣労働者の範囲
（２）賃金の決定方法
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⑤賃金の改善及び公正評価

（３）賃金を除く待遇の決定方法
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（５）有効期間等

10



労使協定はどんな内容でもよい？

労使協定書
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労使協定に定める事項



労使協定に定める５つの事項
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① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める事項



① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める事項【派遣労働者の範囲】

労使協定に定める、骨組みとなる５つの事項
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労使協定の対象となる範囲

労使協定が適用される
派遣労働者

派遣先均等・均衡方式が
適用される派遣労働者

職種

労働契約期間

客観的な基準が必要
14

労使協定に定める事項【派遣労働者の範囲】



労使協定の対象となる範囲

労使協定が適用される
派遣労働者

派遣先均等・均衡方式が
適用される派遣労働者職種

労働契約期間

客観的な基準が必要だが・・・
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賃金を引き下げることを目的としたものは
認められない。

賃金水準

労使協定に定める事項【派遣労働者の範囲】



労使協定の記載イメージ

（対象となる派遣労働者の範囲）←法第30条の４第１項第1号「適用される派遣労働者の範
囲」＋第６号「その他厚生労働省令で定める事項」の一部
第１条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員（以下「対象従業員」と
いう。）に適用する。 

労働者派遣法第30条の４第１項の規定に基づく労使協定

（対象となる派遣労働者の範囲）
第１条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員（以下「対象従業員」

という。）に適用する。 

職種で範囲を限定
する場合の例

第１条 本協定は、期間を定めないで雇用される派遣労働者（以下「対象従業員」とい
う。）に適用する。

労働契約期間で範囲
を限定する場合の例
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例

労使協定に定める事項【派遣労働者の範囲】



① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める、骨組みとなる５つの事項
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



②賃金の決定方法

Ⅰ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均
的な賃金の額（一般賃金）と同等以上の賃金額となるもの
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Ⅱ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があっ
た場合に賃金が改善されるもの

・昇給規定
・別途能力手当等を支給

Ⅲ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価
して賃金を決定すること

・評価表
・評価規定

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

世間一般、世の中の
通常の労働者（いわゆる正社員）の平均額

≦

一般賃金 協定対象派遣労働者の賃金

同等以上

「 一 般 賃 金 ≦ 協 定 対 象 派 遣 労 働 者 の 賃 金 の 額 」 の イ メ ー ジ
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



一般基本給・賞与等

〇基本給・賞与・各種手当

＊各種手当には、家族手当、役職
手当なども含む

実費支給の場合

定額支給の場合

退職金制度の場合

退職金前払いや合算による
支払いの場合

中小企業退職金共済制度等への
加入の場合

一般通勤手当 一般退職金

Ｂ

時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
20

Ａ Ｃ

国が示す派遣労働者の最低水準の賃金（この金額と同等以上にすること）

合算の方法

一般基本給・賞与等 ≦ 基本給・賞与等 一般通勤手当 ≦ 通勤手当 一般退職金 ≦ 退職金

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



一般基本給・賞与等

〇基本給・賞与・各種手当

＊各種手当には、家族手当、役職
手当なども含む

実費支給の場合

定額支給の場合

退職金制度の場合

退職金前払いや合算による
支払いの場合

中小企業退職金共済制度等への
加入の場合

一般通勤手当 一般退職金

Ｂ

時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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Ａ Ｃ

国が示す派遣労働者の最低水準の賃金（この金額と同等以上にすること）

合算の方法

一般基本給・賞与等 ≦ 基本給・賞与等 一般通勤手当 ≦ 通勤手当 一般退職金 ≦ 退職金

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



Ａ 一般基本給・賞与等の決定手順

＜手順１＞
使用する統計調査等を

   労使で選択する

＜手順２＞

比べる職種を

決める

＜手順４＞

地域指数を決める

＜手順３＞

能力・経験
調整指数を決める

一般基本給・賞与等の額＝「基準値（0年）」×「能力・経験調整指数」×「地域指数」

基準値（０年） 地域指数能力・経験調整指数
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賃金構造基本統計調査
or

職業安定業務統計

派遣労働者の業務に
合った職種

※業務が複数有る場合は
「中核的業務」で選ぶ

派遣労働者の業務の
内容や難易度が

勤続何年目レベルか考える

派遣先の事業所の
所在地はどこか

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



＜手順１＞
使用する統計調査等を

   労使で選択する

Ａ 一般基本給・賞与等の決定手順

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別

平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値

とした一般基本給・賞与等の額」

全ての職種は網羅していないが、
実際に企業が支払っている賃金を
調査

求人上の賃金であるものの、
すべての職種を網羅

※局長通達の別添１と別添２
とで示しています
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



Ａ 一般基本給・賞与等の決定手順

＜手順２＞
比べる職種を決める

＜手順３＞
能力・経験調整指数
を決める
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】

↑
手順２

↑
手順３



＜手順４＞
地域指数を決める

Ａ 一般基本給・賞与等の決定手順

25

ハローワークの管轄別都道府県別

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



Ａ 一般基本給・賞与等の計算例

ソフトウェア作成者 × １年目 × 静岡県の例(1.007)

1,900円（１年目）×1.007（静岡県）  
＝1913.33

＝1, 914円 (小数点切り上げ）
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職 種
能力・経験
調整指数

地域指数

一般基本給・賞与等

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



職種の選び方

協定対象派遣労働者が従事する業務と
最も近いと考えられるものを選択

「賃金構造基本統計調査の役職及び職種解説」又は
「第5回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表
改訂の経緯とその内容」を参照

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別

平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値

とした一般基本給・賞与等の額」

中核的業務
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



第5回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



能力・経験調整指数の考え方

協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者
の勤続何年目に相当するかを考慮して適切なものを選択
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



地域指数の考え方

・経営の単位として人事、経理、労働の
態様等においてある程度の独立性を有
すること

・工場、事務所、店舗等、場所的に他の
事業所その他の場所から独立している
こと

・一定期間継続し、施設としての持続性
を有すること
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派遣先の事業所等の所在地を含む都道府県又は公共職業安定所管轄地域の指数を選択

都道府県別 ハローワークの管轄別

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

世間一般、世の中の
通常の労働者（いわゆる正社員）の平均額

≦

一般賃金 協定対象派遣労働者の賃金

同等以上

「 一 般 賃 金 ≦ 協 定 対 象 派 遣 労 働 者 の 賃 金 の 額 」 の イ メ ー ジ
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

実際に支給される額以外にも…平均値 等で
一般基本給・賞与等と比較が可能

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

基本給 賞与等

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1,300円

1,200円

1,100円

例えば

200円

個々に実際に支払われる「基本給」と、「賞与等の平均値等」を足し上げて、
「協定対象派遣労働者の賃金」を算出し、一般基本給・賞与等と同等以上か確認
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＋

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



実際に支給される額以外にも…平均値 等で
一般基本給・賞与等と比較が可能

個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

基本給 賞与等

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

平均値等

平均値等

平均値等

例えば・・・
一般基本給・賞与等が、

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1,300円

1,200円

1,100円

200円

1,500円

1.400円

1,300円

1,200円 の場合

33

≦

＋

1,200円

同等以上
OK！

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



職種 等級 職務内容 基本給額
（賞与額）

合計額

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

Ａランク
上級プログラム開発
（ＡＩ関係等高度なプログラム言語を用いた開発）

2200円～
（賞与350円）

2,550円～

Ｂランク
中級プログラム開発
（Ｗｅｂアプリ作成等の中程度の難易度の開発）

1900円～
（賞与250円）

2,150円～

Ｃランク
初級プログラム開発
（Ｅｘｃｅｌマクロ、簡易なプログラム言語を用いた
開発）

1600円～
（賞与200円）

1,800円～

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

ソフトウェア
作成者

1,682円 1,914円 2,049円 2,099円 2,247円 2,400円 2,984円

＜手順１＞
派遣会社の賃金テーブルで、
それぞれの等級ごとの賃金額
を確認

＜手順２＞
各等級の能力・経験調整指数
を決定

＜手順３＞
上の表（協定対象派遣労働者
の賃金の額）と下の表（一般
基本給・賞与等の額）を比較
し、同等以上になっているか
確認

←手順２

←手順３

実際の比較のイメージ

手順１
↓

Cランク Bランク Aランク

＜一般基本給・賞与等の額＞

＜派遣会社の賃金水準＞

34

地域指数
静岡県1.007使用

この例では、職務給をCランク0年目、Bラン
ク：3年目、Aランク：10年目と当てはめて
いるが、「〇年目」の当てはめ方は、労使で
協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえ、
一般労働者の勤続何年目に相当するかを考慮
して適切なものを選択するもの。

この例で、賃金額を比較すると
Cランク1,800円≧1,682円、
Bランク2,150円≧2,099円、
Aランク2,550円≧2,400円となり、
協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金
と同等以上になっている。

この例では、Cランク：1,800円～、Bランク：
2,150円～、Aランク：2,550円～

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



A
基本給・賞与等

（一般基本給・賞与等）

実費支給の場合

定額支給の場合

退職金制度の場合

退職金前払いや合算による
支払いの場合

中小企業退職金共済制度等
への加入の場合

B
通勤手当

（一般通勤手当）

C
退職金

（一般退職金）

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外

〇基本給・賞与・各種手当

＊各種手当には、家族手当、役職
手当なども含む

35

Ａ B C

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢１
実費支給により「同等以上」を確保する ＝ 一般通勤手当と同等以上とみなす

選択肢２
一般の労働者の通勤手当に相当する額（「79円」）と「同等以上」を確保する

※支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間１時間当たりに換算した額が「79」円未満
の場合、選択肢２で取り扱う

79円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（79円）

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般基本給・賞与等に

79円を加え比較（合算）
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1,１00円

1,179円

79円 通勤手当≦

79円と同等以上
にする

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の通勤手当

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢１
実費支給により「同等以上」を確保する ＝ 一般通勤手当と同等以上とみなす

選択肢２
一般の労働者の通勤手当に相当する額（「79円」）と「同等以上」を確保する

※支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間１時間当たりに換算した額が「79」円未満
の場合、選択肢２で取り扱う

79円

一般基本給
賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（79円）

協定対象派遣労働者の

「賃金」

≦

37

1,１00円

1,179円～

79円

固定額
通勤手当
（時給換算）≦

一般通勤手当79円に対して、
固定支払いの通勤手当を同等以上にする

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の

固定額「通勤手当」

一般基本給・賞与等に
79円を加え、合算して比較する

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



A
基本給・賞与等

（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給の場合

定額支給の場合

退職金制度の方法

退職金前払いや合算による
支払いの場合

中小企業退職金共済制度等
への加入の方法

B
通勤手当

（一般通勤手当）

C
退職金

（一般退職金）

も含む

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外

38

Ａ B C

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

選択肢２ 退職金前払いの方法

選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法（費用面での比較）

退職手当の導入割合、最低勤続年数及び支給月数の相場について、国が各種調査結果を示し、
その中のいずれかを選択し、それと退職手当制度を比較。

① 一般基本給・賞与等の退職給付等の費用の割合５％以上の「前払い退職金」を支給する。
② 一般基本給・賞与等に５％分を上乗せをし、そのうえで協定対象派遣労働者の賃金と比較

（合算による方法）。

派遣労働者が中小企業退職金共済制度に加入している場合は、退職手当については一般退職金と
同等以上であるとする。

※ 確定給付企業年金や確定拠出年金等の掛金も含む
※１月あたりの掛金額を時給で除した場合に、一般基本給・賞与等の５％以上である場合に限る

39

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

勤続年数 ３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

自己都合 0.7月 1.4月 2.9月 4.9月 7.0月 9.2月 11.3月 12.9月

会社都合 1.1月 1.8月 3.9月 6.1月 8.4月 10.8月 13.1月 14.5月

局長通達で示す調査から設定した、
一般退職金（支給月数） ※ 「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）大卒の例

勤続年数
３年以上

５年未満

５年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

25年未満
25年以上

自己都合 1.0月 2.0月 3.0月 8.0月 14.0月

会社都合 1.5月 3.0月 5.0月 10.0月 15.0月

派遣会社の退職金テーブル（例）

40

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢２ 退職金前払いの方法

５％

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の5％

協定対象派遣労働者の賃金

≦
５％ 前払い退職金≦

一般基本給・賞与等の

５％と同等以上の
前払い退職金にする

一般基本給・賞与等に

その５％分を加え比較（合算）

一般基本給・
賞与等の５％

協定対象派遣労働者の

前払い退職金
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1,１00円

1,155円～

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢２ 退職金前払いの方法

５％

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の5％

協定対象派遣労働者の賃金

≦
５％ 前払い退職金≦

一般基本給・賞与等の

５％と同等以上の
前払い退職金にする

一般基本給・賞与等に

その５％分を加え比較（合算）

一般基本給・
賞与等の５％

協定対象派遣労働者の

前払い退職金
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1,１00円

1,155円～

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法

一般基本給
・賞与等の
5％分の額 ≦

一般基本給・
賞与等の5％

協定対象派遣労働者の賃金

右側の掛金等の費用の額が5％に届かない場合は、その足りない部分を
選択肢２でみることも可能。（選択肢２と選択肢３の併用）

掛金等の
費用

3％

２％分は、「選択肢２」の
前払い退職金（合算含む）として
支払う等して、一般退職金と比べ、
同等以上にする
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55円 33円

22円

例えば、一般基本給・賞与等
(1,100円)×5%＝55円(掛金)

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



A
基本給・賞与等

（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給の場合

定額支給の場合

退職金制度の方法

退職金前払いや合算による
支払いの場合

中小企業退職金共済制度等
への加入の方法

B
通勤手当

（一般通勤手当）

C
退職金

（一般退職金）

も含む

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



③一般通勤手当・一般退職金を合算する場合（例）

45

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

一般基本給
・賞与等

一般退職金

79円

1,１00円

55円

1,234円～

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】

一般通勤手当



令和8年度の労使協定で
使用する数値

一般賃金の水準について！

毎年度更新あり

※ 最新の局長通達の確認をお願いします

79円

一般通勤手当

5％

一般退職金

46

※令和7年８月２5日発出

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



端数計算は誤りが多い事項の一つ

基本給・賞与・手当等
基準値(0)年×能力・経験調整指数×地域指数により
一般基本給・賞与等を算出した結果の端数処理

退職金：選択肢1
「退職手当の支給月数」又は「退職手当の支給金額」に
「退職金制度がある企業の割合」を乗じる場合の端数処理

退職金：選択肢1・2
「退職給付等の費用の割合(5%)」を一般基本給・賞与
等に乗じて、一般退職金を算出した結果の端数処理

協定対象派遣労働者
の賃金

月給から時給に換算する際の端数処理

切り上げ

四捨五入

切り上げ

切り捨て

一般基本給・賞与等が地域
別最低賃金を下回った場合

基準値(0)年を地域別最低賃金に置き換えて算出！

47

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】



（対象となる派遣労働者の範囲）←法第30条の４第１項第1号「適用される派遣労働者の範囲」＋第６号「その他厚生労働
省令で定める事項」の一部
第１条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）に適用する。 

（対象となる派遣労働者の範囲）←法第30条の４第１項第1号「適用される派遣労働者の範囲」＋第６号「その他厚生労働
省令で定める事項」の一部
第１条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）に適用する。 

労使協定方式

賃金の改善

労使協定の記載イメージ

48

第○条 甲は、第○条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄
積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の１～３％の範囲で追加の手当を支払う（若しくは昇給す
る）こととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示

するものとする。

労使協定に定める事項【賃金の決定方法】

公正な評価

第〇条 基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は社員就
業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第４条第２項の追加の手当の範囲を決定する。
２ 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は社員就業規則
第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表２の備考１のとおり、賞与額を決定する。
３ ○○手当の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は社員就業
規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別に定める「○○手当支給規定」により支給を決定する。

労使協定の記載イメージ

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態
に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること

例

例



労使協定に定める５つの事項
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① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める事項【賃金を除く待遇決定方法】



賃金以外の待遇

派遣元の通常の労働者と均等・均衡を図る

労働者派遣法第30条の４第１項第４号

転勤者用社宅、病気休職、

慶弔休暇等特別休暇、

健康診断に伴う勤務免除 等

派遣元の
通常の労働者

派遣労働者 世の中の通常の
労働者の平均額

賃金
50

労使協定に定める事項【賃金を除く待遇決定方法】



均衡待遇の確保のための考え方

均
衡
待
遇
の

３
考
慮
要
素

職務の内容

人材活用の仕組み

その他の事情

業務の内容＋責任の程度

（職務の内容の変更の範囲/配置の変更の範囲）
転勤の有無、職種の変更、昇進など

職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使の交渉の経緯など

51

労使協定に定める事項【賃金を除く待遇決定方法】



賃金以外の待遇

いかなる待遇差が不合理なものであり、
いかなる待遇差は不合理なものでないのか、
原則となる考え方と具体例を示したもの。

ガイドライン
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

52

労使協定に定める事項【賃金を除く待遇決定方法】



労使協定に定める５つの事項
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① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 労使協定の対象とならない待遇及び賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める事項【教育訓練を実施すること】



労使協定に定める５つの事項

54

① 派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法

③ 労使協定の対象とならない待遇及び賃金を除く待遇の決定方法

④ 教育訓練を実施すること

⑤ 有効期間等

労使協定に定める事項【有効期間 等】



労使協定方式

有効期間

労使協定の始期と終期を明記（２年以内とすることが望ましい）

第○条 本協定の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇年間とする。

55

労使協定に定める事項【有効期間 等】

待遇決定方式の変更

特段の事情がない限り、一の労働契約中に、派遣先の変更を理由
として、協定対象派遣労働者か否かを変更しようとしないこと

第○条 甲（○○人材サービス会社）は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、
特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。

労使協定の記載イメージ

労使協定の記載イメージ

例

例



労使協定に定める事項【協定書の記載誤りで多いもの】

56

端数処理の方法が誤っている(P25)
（一般賃金）
局長通達（別添１又は別添２）の数値×地域指数（別添３）をし、１円未満の端数が生じた場合には、当該
端数は切り上げ
（協定対象派遣労働者の賃金）
時給換算した結果、１円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨て

地域指数をかけた結果、最低賃金を下回った場合最低賃金に能力・経験調整指数をかけることが必
要。

派遣労働者を公正に評価し、その結果基準を満たしていれば昇給するなどの規定が必要。

令和7年度適用：令和6年８月27日付職発0827第１号「令和7年度の「労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める
「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」

↓
令和8年度適用：令和7年８月25日付職発0825第１号「令和8年度の「労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める
「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」

通達名の更新を忘れている

公正な評価についての規定がない（P47)

最低賃金を下回った職種について計算し直していない



目 次

目次

３.労使協定の対象とならない待遇事項

57



労使協定方式の対象とならない待遇事項

福利厚生施設

福利厚生施設
派遣先の通常の労働者

との均衡を図る

給食施設
※食堂ではなく、調理員のいるような社食のこと

更衣室休憩室

対象となる福利厚生施設
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教育訓練（法第40条第２項）

業務の遂行に必要な能力を
付与するための教育訓練

法第30条の２第１項
派遣労働者のキャリアアップに

資する教育訓練

【段階的かつ体系的な教育訓練】

労使協定方式

派遣先の通常の労働者

との均衡を図る

59

労使協定書

派遣先が
講ずべき措置

派遣元が
講ずべき措置

労使協定方式の対象とならない待遇事項



待遇情報の提供

待遇情報

（給食施設、休憩室、更衣室、教育訓練）の情報提供

法第26条第７項

60

待遇情報

派遣先派遣元

労使協定方式の対象とならない待遇事項



比較対象労働者の選定は不要

待遇情報の提供
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待遇情報を提供しなかった場合

派遣元

法第26条第９項違反

派遣先

法第26条第７項違反

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働
者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が
従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報そ
の他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようと
する者から第七項の規定による情報の提供がないときは、
当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従
事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

新規に派遣契約を締結時だけでなく、更新時も必要！
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前半部分の説明が終了しました。
ここで５分程度、休憩時間となります。
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目 次

目次

４.労使協定の作成
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過半数労働組合や過半数代表者と
労使協定を締結してください！

他記載例

過半数労働組合
過半数代表者を
選出するための

留意事項

○過半数代表者を選出するときの具体的な手順(例)
労働者派遣法第30条の４第１項における労使協定
の締結をする過半数代表者を選出するため、立候補

者を募る

↓
立候補者あり（他薦）

↓

当該候補者を、当該目的により過半数代表者として
信任の是非を全労働者に対して問う

※メールや返信等不応答により信任したものとみな
すことはみとめられない
※役員以外の派遣・派遣以外の全ての労働者が対象

↓

労働者51名／100名 過半数の信任

↓

過半数代表者として適切に選任される

↓

労使協定を締結する
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対象となる派遣労働者の「範囲」を
定めてください！

○範囲の定め方
・職種で分ける：可
・雇用形態で分ける：可
・派遣先によって分ける：不可

分け方には注意が必要！
「客観的基準」である必要があり、

主観的・抽象的な基準では認められない

○労使協定の目的を考える
労使協定はそもそも派遣労働者の中長期

的なキャリアアップを目的に締結されるこ
とを記載

○待遇決定方法の変更について
労働契約期間中は特段の事情が無い限り、

待遇方法を変更しない旨を記載

他記載例

複数の職種を協定内に定める場合の留意事項
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協定対象派遣労働者に支払われる賃金を
記載してください！

○記載内容
給与規程に定められている各種手当を列挙

する

○給与規程の準用
手当の数等が多い場合は、規程を準用する

旨記載でも可
※但し、当該規程を協定に添付

○通勤手当及び退職金の記載
月の給与と併せて通勤手当を支給する場合

や、前払い退職金を支払う場合は、賃金の構
成として記載する必要がある

一方、合算方法により一般賃金と同等以上
を確保する手法をとる場合は、協定対象派遣
労働者の基本給賞与等に内包されるため、項
目として記載する必要はない
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一般賃金全体の決定方法を
定めてください！

職種と派遣先の事業所所在地が
複数有る場合の記載例

一般基本給・賞与等の決定方法を
定めてください！

一般賃金が下がったことによる
不利益変更について

賃金構造基本統計調査
職業安定業務統計

各統計を使い分ける場合

職種を、大・中・小分類と
使い分ける場合

の理由の記載について

使い分ける場合の記載例

○要注意！
・引用する通達の年度等の文書

番号を更新すること
・【別表１、２】【別添１、２】

を整理すること
【別表】→協定内の別表
【別添】→通達内の添付資料

・賃金を引き下げることを目的に
統計や職種の大中小を使い分ける
ことはできない
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小分類使用

中分類使用

小分類・中分類を
使い分ける理由

○その他記載例
別添２職業安定業務統計
を使用する場合で、
職種を選択する際に
中分類や小分類を
使い分ける場合の記載例

賃金構造基本統計調査
職業安定業務統計
２種類以外の独自
統計を使用する派遣元が
参考にする内容になります、
独自統計を使用する場合は
一度管轄労働局へ
ご相談ください
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地域調整（地域指数）
について定めてください！

時間外労働手当、
深夜･休日労働手当について

定めてください！

○要注意！
・地域指数を選択する基準は

原則、派遣先の事業所の所在地
であり、「就業場所」ではない

・賃金を引き下げることを
目的に地域指数を都道府県と
ハローワークの指数を
使い分けることはできない

地域指数を
使い分ける場合の

記載例
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支給要件に徒歩圏内
記載例

上限額がある場合
記載例

毎月給与と併せて支給
により、同等以上確保

記載例

合算方法により、
比較する場合

記載例

一般通勤手当について定めてください！

○定め方によって記載内容が異なる点に注意
・実費支給で同等以上とするの場合

支給除外の対象の定めがある場合はその旨
（徒歩、○キロ圏内等）
上限額がある場合はその旨
※ただし、

一般賃金79円×協定対象派遣労働者の
平均的な所定内労働時間数と同等以上で
あることが条件

・毎月の給与と併せて支給することで同等
以上を確保する場合
令和８年度の一般通勤手当79円と同等以上
であることを記載

・合算方法により比較する場合
合算比較する旨記載
別表１で一般賃金と協定対象派遣労働者の
賃金を比較する際に、当該別表１に一般
通勤手当79円を加算する旨追記
※別表１記載例参照 71



一般退職手当について定めてください！

○定め方によって記載内容が異なる点に注意
・選択肢１ 退職手当制度で比較する場合

選択肢１で比較する旨を協定に記載すること
【通達別添４】に記載の以下の統計を計算し一般退職金
を定める
更に、協定内に別表を作成し、比較する
① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数【A】
② 退職手当制度がある企業の割合【B】

退職手当の支給月数【C】
【A＝一般退職金支給最低勤続年数の検討材料】
【B×C＝一般退職金支給月数（金額）】

・選択肢２ 前払い退職金で比較する場合
選択肢２で比較することを協定に記載すること
令和７年度 一般退職金（５％）と同等以上である旨記載

・選択肢３ 中退共制度等に加入する場合
選択肢３で比較することを協定に記載すること
中退共等の費用負担（月額）が、一般退職金５％を
下回る場合は、その差額を選択肢２と併用及び合算方法
を併用することで、一般退職金と同等以上を確保する

・合算方法により比較する場合
合算比較する旨記載
別表記載の一般基本給・賞与等に加算して比較
※円未満切上げ

選択肢１の記載例

選択肢２の記載例

選択肢３の記載例

退職金の支払い方を
労働者の区分で分ける

場合の記載例

退職手当のみを

合算方法により比較する
場合の記載例
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通勤手当と
退職手当の２つを

合算方法により比較する
場合の記載例

協定対象派遣労働者の賃金の算定方法について
定めてください！

○賃金テーブル（対応表）を作る
・選択の方法

勤続年数ではなく、業務の内容、難易度が
一般の労働者の勤続何年目に相当する額か
という観点で選択

○注意点
10年目の職務の内容を考える際、明らかに
派遣労働者が担当し得ない業務内容等を定め、
実際に10年目相当の職務に就けないような
仕様になっている場合は、労使協定の趣旨に
反するため、指導の対象となり得る。

一般的な
対応表の記載例

対応関係が不明瞭な場合は、
指導の対象となり得る

当セミナーでは割愛
この記載例を

使用する場合は
一度管轄労働局へ
ご相談ください

一般退職手当について定めてください！
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協定対象派遣労働者の通勤手当の支払方法を
記載してください！

○記載例の語尾に注目
・「～を支給する」

協定対象派遣労働者の賃金を定める場合、
記載例の語尾が「～を支給する」となっている。
一方、一般賃金は「～とする」となっている。
一般賃金は、
「比較対象となる額を、どのように定めるのか」
協定対象派遣労働者の賃金は、
「労働者にどのように支払うのか」
といった視点で記載例に定められている。

支給要件に徒歩圏内
記載例

上限額がある場合
記載例

毎月給与と併せて支給
により、同等以上確保

記載例

毎月給与と
併せて支給するが、

当該額が73円（R7度）に
満たない場合の差額分を

合算方法により、
支給する場合

記載例
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協定対象派遣労働者の退職手当の
支払方法を記載してください！

○一般賃金同様、支払い方によって記載例
が異なる

・選択肢１ 退職手当制度
記載例７ページ（四）【スライド赤枠】

記載例のように比較する際の条件に
ついて記載

・選択肢２ 前払い退職金
給与規定等で前払い支給することが
明らかになっている場合は、記載例
【前払いの方法をとる場合の記載例】を
参照

・選択肢３ 中退共等に加入している場合
記載例【中小企業退職金共済制度等への
加入の方法をとることにしている場合】
を参照

・選択肢2.３ 中退共等に加入しているが、
当該掛け金が、一般退職金を下回る場合
記載例【中小企業退職金共済制度等への
加入の方法をとることにしているが、
一般基本給・賞与等の５％の額とならな
い場合の記載例】を参照

選択肢１

選択肢２

選択肢３

選択肢３
（一般賃金下回る）
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賃金改善規程
公正評価規程を

記載してください！

○賃金改善規程
対象派遣労働者の勤務評価の結果、たと

え同じ職務の内容であったとしても、その
経験の蓄積及び能力の向上があると認めら
れた場合には、賃金の改善が行われる旨記
載

○公正評価規程
派遣労働者の基本給や賞与が経営者の一

存で決定されるのではなく、客観的基準に
基づいて公正な評価方法を用いて一どのよ
うな内容で行われるか記載

○注意点
賃金改善規程で「能力手当を支給」と記

載あるにも関わらず、公正評価規程の主語
が、「派遣労働者の昇給は」「派遣労働者
の賞与は」となっていることは、協定内で
齟齬が生じているため、場合によっては訂
正が必要

高度な業務に係る派遣就業機会の提供 記載例

就業規則を準用する際の注意事項
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賃金以外の待遇を記載してください！

教育訓練を記載してください！

その他について記載して下さい！

有効期間について記載して下さい！

有効期間を２年以内とすること
が望ましい旨について記載

使用者と
過半数代表者

(過半数労働組合）の

署名
or

記名押印
が必要!
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通勤手当・退職手当合算しない場合

通勤手当・退職手当合算しない場合
（地域指数乗じた後に、地域別最低賃金を下回った場合の記載例）

通勤手当を合算する場合

通勤手当を月々の給与と併せて支給するものの、
一般通勤手当73円（R7度）に満たなかった場合（差額13円）※例

協定対象派遣労働者の賃金と比較するために、一般賃金を記載して下さい！
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退職手当のみ合算する場合

通勤手当と退職手当を合算する場合

職種が複数あり、派遣先の事業所の
所在地も複数ある場合

中退共等加入しているが、一般退職金５％（R7度）に
満たない場合（差額１％※例）

協定対象派遣労働者の賃金と比較するために、一般賃金を記載して下さい！
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対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上であることを記載してください！

○作成のポイント
・職務の内容は、実態に合わせて具体的に記載
・基本給額は実際に協定対象派遣労働者に支払われる賃金額を記載
・賞与額・手当額は以下のとおり

①個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額
②直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額
③標準的な協定対象派遣労働者に支給される額

※そもそも賞与や手当を支給しないのであれば記載不要
・協定で定めた賃金テーブルと齟齬が無いように注意
・備考欄に賞与の算出根拠を記載
・職種ごと表を作成するとわかりやすい

80
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対象派遣労働者の退職手当を、基本給・賞与・手当等と分離して支給する場合の比較表（選択肢１で支給する場合）

○作成のポイント
・通達「別添４」に定める退職手当の各種統計を使用
・基本給額は実際に協定対象派遣労働者に支払われる額記載

① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数【A】
② 退職手当制度がある企業の割合【B】

退職手当の支給月数（及び金額）【C】
【A＝一般退職金支給最低勤続年数の検討材料】
【B×C＝一般退職金支給月数（金額）】

B 退職手当制度がある
企業の割合

A 退職手当の受給に
必要な所要年数

C 退職手当の
支給月数（及び金額）

【B】×【C】
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目 次

目次

５.職業安定局長通達の読み解き方
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１ 通達の発出日と適用年度を確認（適用年度の前年の夏に発出された通達を使う）

２ 通達の中身をカテゴライズ
（１）第１ 基本的な考え方（趣旨・目的）

★（２）第２ 一般賃金の取扱い（一般基本給賞与等・一般通勤手当・一般退職金）

（３）第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取り扱い（基本給賞与手当等・通勤手当・退職金）

（４）第４ 労使協定の締結における留意点（第５は省略）

★（５）各種統計（別添１ 賃金基本統計調査・別添２ 職業安定業務統計）

★（６）地域指数（別添３ 都道府県別及びハローワーク別）

★（７）退職金に使用する統計 （選択肢１「退職手当制度で比較する場合」を選択した場合）

３ 年度ごと数値が変更される可能性のある点を押さえる
（１）一般基本給賞与等（能力経験調整指数）

（２）一般通勤手当（合算及び月の給与と併せて支給する場合 ○円 ※令和7年度 73円 → 令和8年度 79円）

（３）一般退職金（合算及び前払い退職金の○％ ※ 令和7年度 5% → 令和8年度５％ 変更なし）

（４）各種統計（基準値 ※職業分類が変更になる場合は職種ごとの番号や名称も併せて確認必須！）

（５）地域指数（静岡：令和7年度 100.7 → 令和8年度 100.7 変更なし）

（６）退職金に使用する統計（退職手当制度がある企業割合・受給に必要な所要年数・支給月数）

２ 職業安定局長通達の読み解き方のコツ（★は年度ごと数値が変更される可能性のある点）

83



５ 職業安定局長通達の読み解き方

○厚生労働省のホームページで通達を毎年確認！
・令和８年度適用の労使協定は、令和７年８月25日に発出された通達を使用

○通達は、カテゴライズして必要な部分を集中的
に読み解く！
・通達やイメージ（記載例）は、一見するとページ数が多く見えるが、自社に

該当する点と、該当しない点を整理することで、読み解きやすくなる

○数値が毎年変更される点を特にチェック！
・数値の変更点を労使協定本文及び労使協定内「別表」に反映させ、正しい

一般賃金と比較すること
84



アペンディクス【労使協定セルフチェック】

一般賃金の比較の方法

使用する
統計の種類

職業分類項目
大、中、小の

使い分け

地域指数

通勤手当 退職金ハローワーク別と
都道府県別の

使い分け

賃金構造基本統計調査
※統計使い分ける場合は理由の記載

無し

あり

【静岡】
and

【各ハローワーク】
※賃金を引き下げることを目的に、

使い分けることは適切ではない
※理由の記載

一般通勤手当
R7度（73円加算）加算

選択肢１
（退職金規程）

実費支給
※上限額ある場合

73円
×

協定対象労働者の所定内労働時間（月）
≦

【上限額】
であること（当該旨記載）

※支給しない者がいる場合はその旨記載

選択肢２
（合算及び前払金）

職業安定業務統計
※統計使い分ける場合は理由の記載

あり
※理由の記載

無し

併用 選択肢３
（中退共等と合算併用）
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ホームページへのアクセス方法

厚生労働省

アペンディクス【厚生労働省のホームページ】



ＬＩＮＥ公式アカウントのご案内

静岡労働局職業安定部ＬＩＮＥ公式アカウント
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静岡労働局職業安定部

公式キャラクター誕生！
静岡県特産のガーベラの
花言葉をモチーフに

ライオンとコラボしました。

◼ 労働行政に関する各種情報を配信



終わりに《参加者アンケートについて》

Zoomの「退出」ボタ
ンを押すと画面上に
「参加者アンケート」
が表示されます。
回答後「送信」ボタン
を押してください。

Thank You For Viewing♪
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